
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年２月１２日 １２時３０分ごろ 

発生場所 愛媛県愛南
あいなん

町延命寺
え ん めい じ

岬北西方沖 

小貝碆
こ が いば え

灯台から真方位１７３°８４０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５９.２′ 東経１３２°３０.１′） 

事故の概要  瀬渡船橋
はし

本
もと

丸は、西北西進中、また、シーカヤック（船名なし）

は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年３月８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 瀬渡船 橋本丸、０.９トン 

   ＥＨ３－７１５６３（漁船登録番号）、個人所有 

   第２８１－４３８３１号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ シーカヤック （船名なし）、長さ約３.５０ｍ 

   なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 漕手Ｂ 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（漕手Ｂ） 

 損傷 Ａ 船底に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部に凹損及び船尾部に擦過傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船長Ａが、立ち上がって周囲を

見渡したところ他船を認めなかったので、前路に航行の支障となる他

船はいないと思い、船外機の前に腰を下ろし、約２０ノットの対地速

力で手動操舵により西北西進中、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部と

が衝突した。 

 船長Ａは、周囲を見渡した際、Ｂ船を見落とし、その後、少し船首

が浮上して死角が生じた状態であったＡ船の船首部にＢ船が隠れてし

まい、漂泊中のＢ船に接近していることに気付かなかったと本事故後

に思った。 

Ｂ船は、漕手Ｂが１人で乗り、船首を西南西方に向けて釣りをしな

がら漂泊中、漕手Ｂが、航行中の他船が漂泊中のＢ船を避けて航行し

ていくと思い、右舷方を向いて腰を下ろし、釣りに意識を向けていた

ところ、左舷方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船に向かって

大声で叫んだものの、Ａ船と衝突した。 



Ｂ船は、船尾部に長さ約１.３ｍのポールの先に黄色の旗を取り付

けていた。 

分析  Ａ船は、船首が少し浮上して死角が生じた状況下、西北西進中、船

長Ａが、前路に航行の支障となる他船はいないと思い、航行を続けた

ことから、Ｂ船に接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、漂泊中、漕手Ｂが釣りに意識を向けていたことから、接近

するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船の船首が少し浮上して死角が生じた状況下、Ａ船が

西北西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、前路に航行の支障となる他船

はいないと思い、航行を続け、また、漕手Ｂが釣りに意識を向けてい

たため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、シーカヤック等を見落とすことがないよう、

見張りを適切に行うとともに、船首が浮上して死角が生じている

場合、船首を左右に振る、立ち上がるなど、死角を補う操船方法

を採ること。 

・シーカヤック等の漕手は、漂泊して釣りを行う際、釣りに意識を

向け過ぎずに、常時、周囲の見張りを適切に行い、自船に接近す

る他船が自船を避けてくれると思わず、早めに衝突を避けるため

の動作を行うこと。 

 


